
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　小型ディスプレイが設けられており、装着者の眼前に前記小型ディスプレイを設置可能
なヘッドセットと、
　外部ネットワークと通信し、情報を受信する情報受信部と、
　前記情報受信部が受信した情報のうち、その一部を、前記小型ディスプレイに表示させ
るために抽出する情報抽出部と、
　前記ヘッドセット外部の環境状態を示す環境情報を取得し、取得した環境情報を前記ヘ
ッドセットに与える環境情報取得部とを備え、
　前記ヘッドセットは、
　前記小型ディスプレイを、装着者の眼前の第１の位置、または、装着者の眼前以外の視
界を妨げない第２の位置に切替設置可能な駆動機構と、
　前記情報抽出部から出力された情報に予め登録されていた情報が含まれていたとき、前
記小型ディスプレイの設置位置を前記第２の位置から前記第１の位置に切り替えるよう、
前記駆動機構の動作を制御する駆動制御部とを備え、
　前記駆動制御部は、前記環境情報取得部から前記環境情報を受け、前記環境情報に応じ
て、前記駆動機構の動作のタイミングを制御する
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ものであり、
前記環境情報は、前記装着者が運転する車両の走行状態に関する情報であり、
前記駆動制御部は、前記環境情報から前記車両が走行中であると判断したとき、前記駆

動機構の動作の実行を待つものであり、



　
ことを特徴とする装着型情報告知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが装着可能に構成されており、メールの受信情報などの情報を、ユー
ザに負担をかけることなく通知することができる装着型情報告知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末を利用して、メールの送受信や電子新聞の配信等が、盛んに行われてい
る。そして、現実世界で他人と会話を楽しんでいたり、業務上重要な会議を行っていると
きでも、携帯端末に情報が配信されると、着信音や震動によってユーザに通知される。通
知を受けたユーザは、携帯端末を取り出して、配信された情報の内容を確認することがで
きる。
【０００３】
　しかしながら、会話の途中で着信音を聞いて携帯端末を取り出し、配信された情報内容
を確認するといった行為は、会話の相手にしてみれば不愉快な場合がある。また、重要な
会議の間に着信音が鳴ったとき、たとえ重要でないメールであってもその内容を確認する
ために携帯端末を取り出す必要があり、ユーザにとってわずらわしい。このわずらわしさ
を解消するために、発信元に応じて着信音を変更する手法があるが、内容を確認するため
にはやはり携帯端末を取り出す必要があり、さほど有効ではない。
【０００４】
　そこで、常時、眼の前に小型ディスプレイを設置して、メール等が着信したとき、その
小型ディスプレイに情報を表示するといった方法が考えられる。これにより、他人に気づ
かれることなく、メールが着信したという情報を確認できる。
【０００５】
　特許文献１では、小型ディスプレイが設けられたゴーグル型のヘッドセットが開示され
ている。また特許文献２では、受信した情報を、装着した小型ディスプレイに表示させる
技術が開示されている。
【特許文献１】特開平１０－３２２６２４号公報
【特許文献２】特開２００１－１０１０９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、常時、眼の前に設置しうるような小型ディスプレイは、通常、表示能力が劣
っており、大量の情報を表示させるのには不向きである。また、実際に小型ディスプレイ
を利用した場合、人間の目の特性上、表示される情報を瞬時に判断することは難しい、と
いう問題がある。
【０００７】
　前記の問題に鑑み、本発明は、装着者の眼前に小型ディスプレイを設置可能なヘッドセ
ットを備えた装着型情報告知装置において、受信した情報を、ユーザがその重要性を瞬時
に判断し得るように提供可能にすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、装着型情報告知装置として、小型ディスプレイが設けられており、装着者の
眼前に前記小型ディスプレイを設置可能なヘッドセットと、外部ネットワークと通信し、
情報を受信する情報受信部と、前記情報受信部が受信した情報のうち、その一部を、前記
小型ディスプレイに表示させるために抽出する情報抽出部とを備えたものである。
【０００９】
　これにより、情報受信部が受信した情報のうち、情報抽出部によって抽出されたその一
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前記情報受信部が受信する情報は、メールに関する情報である



部が、装着者の眼前に設置された小型ディスプレイに表示される。したがって、ユーザは
、他人に悟られることなく、情報の全部を確認する前に、瞬時に情報の内容を察知するこ
とができる。
【００１０】
　そして、前記ヘッドセットは、前記小型ディスプレイを、装着者の眼前の第１の位置、
または、装着者の眼前以外の視界を妨げない第２の位置に切替設置可能な駆動機構と、前
記情報抽出部から出力された情報に予め登録されていた情報が含まれていたとき、前記小
型ディスプレイの設置位置を前記第２の位置から前記第１の位置に切り替えるよう、前記
駆動機構の動作を制御する駆動制御部とを備えている。
【００１１】
　また、前記装着型情報告知装置は、前記ヘッドセット外部の環境状態を示す環境情報を
取得し、取得した環境情報を前記ヘッドセットに与える環境情報取得部を備え、前記駆動
制御部は、前記環境情報取得部から前記環境情報を受け、前記環境情報に応じて、前記駆
動機構の動作のタイミングを制御するものである。
【００１２】
　

【発明の効果】
【００１３】
　本発明によると、眼前に設置されたディスプレイにメールの到着や楽曲情報などを表示
することによって、ハンズフリーで情報を確認することができ、複数の機器の情報を統一
的に制御することができる。また、メールの着信機能をウエアラブルディスプレイで表示
することによって、携帯電話をとりださなくてもメールの内容を簡単に確認することがで
き、対面している相手に気付かれることなく、瞬時にメールの着信を確認することができ
るし、受信したメールの重要度等の情報まで瞬時に確認することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１５】
　（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態に係る装着型情報告知装置の外形図である。図１におい
て、１１は外部と通信して情報を受信する本体、１２はユーザが装着するヘッドセットで
ある。本体１１は、携帯電話等と同様の大きさの大型ディスプレイ１０８を有する。ヘッ
ドセット１２は、弾性を有するカチューシャによってユーザの頭部にほぼ水平に装着され
る形状となっていて、カチューシャの一端に小型ディスプレイ１０７を有する。
【００１６】
　図２は図１の装着型情報告知装置をユーザが装着した状態を示す図であり、（ａ）は側
面図、（ｂ）は正面図である。ヘッドセット１２を装着したとき、小型ディスプレイ１０
７は装着者の眼前に、その視界に入るように設置される。本体１１は、ユーザのベルトや
ポケットなどに携帯される。
【００１７】
　図３は図１の装着型情報告知装置の機能ブロック図である。図３において、１０１は外
部と通信し、情報を受信する情報受信部、１０２は情報受信部を制御する制御部、１０３
は制御部１０２の操作をユーザから受け付ける操作部、１０４は情報受信部１０１が受信
した情報のうち、その一部を、小型ディスプレイ１０７に表示させるために抽出する情報
抽出部、１０５は情報抽出部１０４が抽出した情報をヘッドセット１２に送信する送信部
、１０６は本体１１からの情報を受信する受信部である。
【００１８】
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さらに、前記環境情報は、前記装着者が運転する車両の走行状態に関する情報であり、
前記駆動制御部は、前記環境情報から前記車両が走行中であると判断したとき、前記駆動
機構の動作の実行を待つものであり、前記情報受信部が受信する情報はメールに関する情
報である。



　以上のように構成された本実施形態に係る装着型情報告知装置について、図４のフロー
チャートを参照して、その動作を説明する。ここでは、情報受信部１０１は無線公衆網に
接続されており、外部からの情報として電子メールを受信するものとする。
【００１９】
　［ステップＳ１１］
　操作部１０３は、小型ディスプレイ１０７に表示する項目に関する設定入力をユーザか
ら受け付ける。ユーザが入力可能な項目は、表示するメール属性（「差出人」「件名」「
重要度」「キーワード」）の選択、表示するメール属性の属性値の条件、メール属性の属
性値と表示の文字色または背景色との関連付け、表示の点滅動作の有無である。例えば、
ユーザは、メール属性として「キーワード」を表示し、「キーワード」に「Ｃ」が含まれ
る場合は文字を「赤色」で表示し、表示は「点滅動作」で表示させる、という内容を設定
可能である。また、例えばある特定のユーザからのメールが届いた場合は「緑」という設
定を行ったり、件名中や情報中に重要なキーワードが含まれるときには「青」という設定
を行ったり、メールの送信者が重要度を設定したメールを受け取った場合には「黄」とい
った設定を行うことができるし、送信者が色を指定しても良い。
【００２０】
　［ステップＳ１２］
　制御部１０２は、ステップＳ１１での入力に基づき、情報受信部１０１に情報受信開始
の指示を行い、情報抽出部１０４に情報抽出方法の指示を行う。
【００２１】
　［ステップＳ１３］
　情報受信部１０１は所定の時間間隔で、無線公衆網を経由して図示しない外部のメール
サーバと通信を行い、新着電子メールを受信する。そして、受信した電子メールを保管す
るとともに、情報抽出部１０４に渡す。
【００２２】
　［ステップＳ１４］
　情報抽出部１０４は、ステップＳ１１での入力に基づき、情報受信部１０１が受信した
情報から差出人、件名、重要度またはキーワードを切り出し、表示色や点滅の表示属性を
加えた表示信号として送信部１０５に渡す。
【００２３】
　［ステップＳ１５］
　送信部１０５は、ステップＳ１４で抽出した表示信号を近距離無線を用いてヘッドセッ
ト１２に送信する。
【００２４】
　［ステップＳ１６］
　受信部１０６は、ステップＳ１５で送信された表示信号を、近距離無線を用いて受信す
る。
【００２５】
　［ステップＳ１７］
　受信部１０６は、ステップＳ１６で受信した表示信号を小型ディスプレイ１０７を通じ
て表示する。
【００２６】
　［ステップＳ１８］
　操作部１０３は、ステップＳ１３で受信し保管されているメールの大型ディスプレイ１
０８への表示の指示入力をユーザから受け付ける。所定時間内に指示があったときはステ
ップＳ１９に進む一方、所定時間内に指示がなかったときはステップＳ１３に戻る。
【００２７】
　［ステップＳ１９］
　制御部１０２は、ステップＳ１８での入力指示に基づき、情報受信部１０１に大型ディ
スプレイ１０８への表示の指示を行う。
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【００２８】
　［ステップＳ１Ａ］
　情報受信部１０１は、ステップＳ１３で受信し保管されているメールの一覧を大型ディ
スプレイ１０８を通じて表示する。一覧表示中は、選択されたメールの本文表示への切り
換えが、本文表示中は、一覧表示への切り換えが、それぞれユーザ操作によって可能であ
る。所定時間内にユーザの操作がなかったときは、大型ディスプレイ１０８への表示を消
去し、ステップＳ１３に戻る。
【００２９】
　図５は以上のような動作の結果得られた、小型ディスプレイ１０７と大型ディスプレイ
１０８の表示例を示す。図５では、まず、メールの到着とユーザにより選択されたメール
属性（「差出人」「件名」「重要度」「キーワード」のいずれか）が小型ディスプレイ１
０７に表示される。以降、ユーザの操作によって、メールリストおよびメール本文が大型
ディスプレイ１０８に表示される。また、小型ディスプレイに、色のみを表示させたり、
点滅表示させたりしても良い。
【００３０】
　以上のように本実施形態によると、装着者の眼前に設置されたディスプレイにメールの
到着と内容の一部を表示することによって、本体を取り出さなくてもメールの着信を告知
することができる。
【００３１】
　また、色情報を用いることによって、ユーザは、小型ディスプレイを注視しなくても受
け取ったメールの内容の概略を察知することができる。
【００３２】
　また、例えば、大型ディスプレイで情報を閲覧中に、ユーザが重要な情報を読んでいる
とき、小型ディスプレイにその情報の重要度を示す情報を提示する、といった用途も考え
られる。すなわち、ユーザは大型ディスプレイを注視しているが、重要な情報に差し掛か
ったときに小型ディスプレイに色情報等を表示することによって、ユーザに、大型ディス
プレイを注視させたまま、注意を促すことができる。
【００３３】
　（第２の実施形態）
　上述の第１の実施形態では、小型ディスプレイを用いて情報を告知するものとしたが、
第２の実施形態では、さらにイヤホンを用いた音声によって情報を告知するものである。
【００３４】
　図６は本実施形態に係る装着型情報告知装置の外形図、図７は図６の装着型情報告知装
置をユーザが装着した状態を示す図、図８は図６の装着型情報告知装置の機能ブロック図
である。第１の実施形態に係る図１～図３と共通の構成要素には同一の符号を付しており
、ここでは詳細な説明は省略する。第１の実施形態との相違点は、ヘッドセット１２Ａが
、耳に装着するイヤホン２０１と、情報抽出部１０４から出力された情報に基づいて、イ
ヤホン２０１に音声信号を出力する音声告知部２０２とを備えたことである。
【００３５】
　以上のように構成された本実施形態に係る装着型情報告知装置について、図９のフロー
チャートを参照して、その動作を説明する。ここでも第１の実施形態と同様に、情報受信
部１０１は無線公衆網に接続されており、外部からの情報として電子メールを受信するも
のとする。
【００３６】
　［ステップＳ２１］
　操作部１０３は、小型ディスプレイ１０７に表示する項目およびイヤホン２０１で再生
する音声に関する設定入力をユーザから受け付ける。ユーザが入力可能な項目は、表示す
るメール属性（「差出人」「件名」「重要度」「キーワード」）の選択、表示するメール
属性の属性値の条件、メール属性の属性値と表示の文字色あるいは背景色との関連付け、
および表示の点滅動作の有無、さらに加えて、メール属性の属性値と音声との関連付け、
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音量または音量の遷移設定である。例えば、ユーザは、メール属性として「キーワード」
を表示し、「キーワード」に「Ｃ」が含まれる場合は文字を「赤色」で表示し、表示は「
点滅動作」で表示させ、「効果音Ｈ」を「徐々に拡大する音量で」再生するという内容を
設定可能である。
【００３７】
　［ステップＳ２２］
　制御部１０２は、ステップＳ２１での入力に基づき、情報受信部１０１に情報受信開始
の指示を行い、情報抽出部１０４に情報抽出方法の指示を行う。
【００３８】
　［ステップＳ２３］
　情報受信部１０１は所定の時間間隔で、無線公衆網を経由して図示しない外部のメール
サーバと通信を行い、新着電子メールを受信する。そして、受信した電子メールを保管す
るとともに、情報抽出部１０４に渡す。
【００３９】
　［ステップＳ２４］
　情報抽出部１０４は、ステップＳ２１での入力に基づき、情報受信部１０１が受信した
情報から差出人、件名、重要度またはキーワードを切り出し、表示色や点滅の表示属性を
加えた表示信号として送信部１０５に渡す。また、本体１１に予め記憶されている複数の
音声から、切り出した情報との関連付けを設定された音声を取り出し、再生信号として送
信部１０５に渡す。
【００４０】
　［ステップＳ２５］
　送信部１０５は、ステップＳ２４で抽出した表示信号および再生信号を近距離無線を用
いてヘッドセット１２に送信する。
【００４１】
　［ステップＳ２６］
　受信部１０６は、ステップＳ２５で送信された表示信号および再生信号を、近距離無線
を用いて受信する。
【００４２】
　［ステップＳ２７］
　受信部１０６は、ステップＳ２６で受信した表示信号を小型ディスプレイ１０７を通じ
て表示する。また、再生信号を音声告知部２０２に渡す。
【００４３】
　［ステップＳ２８］
　音声告知部２０２は、再生信号をイヤホン２０１を通じて再生する。
【００４４】
　［ステップＳ２９］
　操作部１０３は、ステップＳ２３で受信し保管されているメールの大型ディスプレイ１
０８への表示の指示入力をユーザから受け付ける。所定時間内に指示があったときはステ
ップＳ２Ａに進む一方、所定時間内に指示がなかったときはステップＳ２３に戻る。
【００４５】
　［ステップＳ２Ａ］
　制御部１０２は、ステップＳ２９での入力に基づき、情報受信部１０１に大型ディスプ
レイ１０８への表示の指示を行う。
【００４６】
　［ステップＳ２Ｂ］
　情報受信部１０１は、ステップＳ２３で受信し保管されているメールの一覧を大型ディ
スプレイ１０８を通じて表示する。一覧表示中は、選択されたメールの本文表示への切り
換えが、本文表示中は、一覧表示への切り換えが、それぞれユーザ操作によって可能であ
る。所定時間内にユーザの操作がなかったときは、大型ディスプレイ１０８への表示を消
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去し、ステップＳ２３に戻る。
【００４７】
　以上のように本実施形態によると、ユーザの眼前に設置された小型ディスプレイにメー
ルの到着と内容の一部を表示し、さらにイヤホンの音声によって告知することにより、小
型ディスプレイの表示に気付かない場合でもメールの着信を確実に告知することができる
。
【００４８】
　（第３の実施形態）
　上述の第２の実施形態では、小型ディスプレイでの表示に加えて音声を用いて情報を告
知するものとしたが、第３の実施形態は、音声ではなく振動で情報を告知するものである
。
【００４９】
　図１０は本実施形態に係る装着型情報告知装置の外形図、図１１は図１０の装着型情報
告知装置をユーザが装着した状態を示す図、図１２は図１０の装着型情報告知装置の機能
ブロック図である。第１の実施形態に係る図１～図３と共通の構成要素には同一の符号を
付しており、ここでは詳細な説明は省略する。第１の実施形態との相違点は、ヘッドセッ
ト１２Ｂが、頭部に振動を与える振動部３０１と、情報抽出部１０４から出力された情報
に基づいて、振動部３０１を振動信号によって駆動する振動告知部３０２とを備えたこと
である。
【００５０】
　以上のように構成された本実施形態に係る装着型情報告知装置について、図１３のフロ
ーチャートを参照して、その動作を説明する。ここでも第１の実施形態と同様に、情報受
信部１０１は無線公衆網に接続されており、外部からの情報として電子メールを受信する
ものとする。
【００５１】
　［ステップＳ３１］
　操作部１０３は、小型ディスプレイ１０７に表示する項目および振動部３０１での振動
制御パターンに関する設定入力をユーザから受け付ける。ユーザが入力可能な項目は、表
示するメール属性（「差出人」「件名」「重要度」「キーワード」）の選択、表示するメ
ール属性の属性値の条件、メール属性の属性値と表示の文字色あるいは背景色との関連付
け、および表示の点滅動作の有無、さらに加えて、メール属性の属性値と振動パターンと
の関連付けである。例えば、ユーザは、メール属性として「キーワード」を表示し、「キ
ーワード」に「Ｃ」が含まれる場合は文字を「赤色」で表示し、表示は「点滅動作」で表
示させ、「振動パターンＪ」で振動させるという内容を設定可能である。
【００５２】
　［ステップＳ３２］
　制御部１０２は、ステップＳ３１での入力に基づき、情報受信部１０１に情報受信開始
の指示を行い、情報抽出部１０４に情報抽出方法の指示を行う。
【００５３】
　［ステップＳ３３］
　情報受信部１０１は所定の時間間隔で、無線公衆網を経由して図示しない外部のメール
サーバと通信を行い、新着電子メールを受信する。そして、受信した電子メールを保管す
るとともに、情報抽出部１０４に渡す。
【００５４】
　［ステップＳ３４］
　情報抽出部１０４は、ステップＳ３１での入力に基づき、情報受信部１０１が受信した
情報から差出人、件名、重要度またはキーワードを切り出し、表示色や点滅の表示属性を
加えた表示信号として送信部１０５に渡す。また、本体１１に予め記憶されている複数の
振動パターンから、切り出した情報との関連付けを設定された振動パターンを取り出し、
振動信号として送信部１０５に渡す。
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【００５５】
　［ステップＳ３５］
　送信部１０５は、ステップＳ３４で抽出した表示信号および振動信号を近距離無線を用
いてヘッドセット１２に送信する。
【００５６】
　［ステップＳ３６］
　受信部１０６は、ステップＳ３５で送信された表示信号および振動信号を近距離無線を
用いて受信する。
【００５７】
　［ステップＳ３７］
　受信部１０６は、ステップＳ３６で受信した表示信号を小型ディスプレイ１０７を通じ
て表示する。また、振動信号を振動告知部３０２に渡す。
【００５８】
　［ステップＳ３８］
　振動告知部３０２は、振動信号により振動部３０１を振動駆動する。
【００５９】
　［ステップＳ３９］
　操作部１０３は、ステップＳ３３で受信し保管されているメールの大型ディスプレイ１
０８への表示の指示入力をユーザから受け付ける。所定時間内に指示があったときはステ
ップＳ３Ａに進む一方、所定時間内に指示がなかったときはステップＳ３３に戻る。
【００６０】
　［ステップＳ３Ａ］
　制御部１０２は、ステップＳ３９での入力に基づき、情報受信部１０１に大型ディスプ
レイ１０８への表示の指示を行う。
【００６１】
　［ステップＳ３Ｂ］
　情報受信部１０１は、ステップＳ３３で受信し保管されているメールの一覧を大型ディ
スプレイ１０８を通じて表示する。一覧表示中は、選択されたメールの本文表示への切り
換えが、本文表示中は、一覧表示への切り換えが、それぞれユーザ操作によって可能であ
る。所定時間内にユーザの操作がなかったときは、大型ディスプレイ１０８への表示を消
去し、ステップＳ３３に戻る。
【００６２】
　以上のように本実施形態によると、ユーザの眼前に設置された小型ディスプレイにメー
ルの到着と内容の一部を表示し、さらに頭部への振動によって告知することにより、音声
による確認が困難な状況でもメールの着信を確実に告知することができる。
【００６３】
　なお、第１～第３の実施形態では、情報の受信は無線公衆網を用いたが、固定公衆網や
テレビ放送ラジオ放送など他の方法でも良い。また、情報としてメールを受信するものと
したが、ニュースや番組表など他の情報でも良い。また、本体とヘッドセット間の通信は
近距離無線を用いていたが、有線の通信や赤外線通信など他の通信手段でも良い。また、
情報抽出部は本体側にあったが、ヘッドセット側にあっても良い。
【００６４】
　（第４の実施形態）
　上述の第１～第３の実施形態では、外部からの情報を告知するものとしたが、第４の実
施形態は、本体に挿入した媒体に記憶された情報を告知できるようにしたものである。
【００６５】
　図１４は本実施形態に係る装着型情報告知装置の外形図である。図１４において、４１
はＤＶＤなどの記録媒体４３から情報を読み出す本体、４２はユーザが装着するヘッドセ
ットである。ヘッドセット４２は外観的には図６に示すヘッドセット１２Ａと同様に構成
されており、弾性を有するカチューシャによってユーザの頭部にほぼ水平に装着される形
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状となっていて、カチューシャの一端に小型ディスプレイ４０７を有し、また、耳に装着
するイヤホン４０９を有する。
【００６６】
　図１５は図１４の装着型情報告知装置をユーザが装着した状態を示す図である。ヘッド
セット４２を装着したとき、小型ディスプレイ４０７は装着者の眼前に、その視界に入る
ように設置される。本体４１は、ユーザのベルトやポケットなどに携帯される。
【００６７】
　図１６は図１４の装着型情報告知装置の機能ブロック図である。図１６において、４０
１は媒体４３に記憶されている情報を再生する媒体再生部、４０２は媒体再生部を制御す
る制御部、４０３は制御部の操作をユーザから受け付ける操作部、４０４は媒体再生部４
０１が再生した情報をヘッドセット４２に送信する送信部、４０５は本体４１からの情報
を受信する受信部、４０６は受信部４０５が受信した情報のうち、その一部を、小型ディ
スプレイ４０７に表示させるために抽出する情報抽出部、４０８は受信部４０５が受信し
た情報を音声に変換する音声変換部である。
【００６８】
　以上のように構成された本実施形態に係る装着型情報告知装置について、図１７のフロ
ーチャートを参照して、その動作を説明する。ここでは、媒体再生部４０１はＳＤ（ Secu
re Disk ）等に記録された音楽および楽曲データを再生するものとする。
【００６９】
　［ステップＳ４１］
　操作部４０３は、小型ディスプレイ４０７に表示する項目に関する設定入力をユーザか
ら受け付ける。ユーザが入力可能な項目は、楽曲属性（「トラック番号」「アーティスト
名」「曲名」「歌詞」）それぞれの表示の有無の選択である。また、操作部４０３は、再
生の開始・停止などの制御操作をユーザから受け付ける。
【００７０】
　［ステップＳ４２］
　制御部４０２は、ステップＳ４１での入力に基づき、媒体再生部４０１に再生開始の指
示を行う。
【００７１】
　［ステップＳ４３］
　送信部４０４は、ステップＳ４２で再生した情報を近距離無線を用いてヘッドセット４
２に送信する。
【００７２】
　［ステップＳ４４］
　受信部４０５は、ステップＳ４３で送信した情報を近距離無線を用いて受信する。
【００７３】
　［ステップＳ４５］
　受信部４０５は、ステップＳ４４で受信した情報を情報抽出部４０６と音声変換部４０
８に渡す。
【００７４】
　［ステップＳ４６］
　情報抽出部４０６は、ステップＳ４４で受信した情報から表示情報を取り出し、小型デ
ィスプレイ４０７を通じて表示する。図１８は小型ディスプレイ１０７での表示の例であ
る。
【００７５】
　［ステップＳ４７］
　音声変換部４０８は、ステップＳ４４で受信した情報から音声情報を取り出し、音声信
号に変換し、イヤホン４０９を通じて再生する。
【００７６】
　以上のように本実施形態によると、眼前に設置された小型ディスプレイに、媒体に記憶
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された情報の一部を表示することによって、ユーザが、媒体を再生させたときの付加情報
を簡単に確認することができる。
【００７７】
　なお、本実施形態では、本体とヘッドセット間の通信は近距離無線を用いていたが、有
線の通信や赤外線通信など他の通信手段を用いてもよい。
【００７８】
　（第５の実施形態）
　本発明の第５の実施形態は、複数の機器から受けた情報を受信側の機器で選択的に表示
するものである。図１９は本実施形態に係る装着型情報告知装置の機能ブロック図である
。図１９において、図３および図１６と共通の構成要素には同一の符号を付しており、こ
こではその詳細な説明を省略する。ヘッドセット５２において、５０５は本体１１，４１
からの情報を受信する受信部、５０６は受信部５０５が受信した情報から表示または再生
する情報を選択する情報選択部、５０８は受信部５０５が受信した情報を音声に変換する
音声変換部、５０７は情報を表示する小型ディスプレイ、５０９は音声を再生するイヤホ
ンである。
【００７９】
　以上のように構成された本実施形態に係る装着型情報告知装置の動作について、説明す
る。音楽再生とその楽曲情報の表示については、上述の第４の実施形態と同様である。さ
らに、音楽を再生中に緊急のメール等が情報受信部１０１に着信したとする。このとき、
着信したメールから情報抽出部１０４で予め設定されていた情報が抽出され、送信部１０
５を介して受信部５０５で受信される。受信部５０５で受信されたメールは、音楽再生に
対してメール受信を優先するように設定されていた場合は、情報選択部５０６においてメ
ール内容が選択され、楽曲情報が表示されている小型ディスプレイの内容が変更され、メ
ールの内容が表示される。後の処理の流れは、第１の実施形態と同様なので、説明を省略
する。
【００８０】
　これにより、複数の機器からの情報を選択的に小型ディスプレイに統合表示することが
できる。ユーザは、情報の優先度を設定しておけば、一個のディスプレイで複数の機器の
制御や状態確認を行うことができる。
【００８１】
　なお、本実施の形態では、本体とヘッドセット間の通信は近距離無線を用いていたが、
有線の通信や赤外線通信など他の通信手段を用いても良い。
【００８２】
　（第６の実施形態）
　上述の各実施形態では、小型ディスプレイはユーザの眼前に設置されているため、突然
、情報を表示すると、ユーザが驚き困惑する場合がある。例えば、ヘッドセットを装着し
て車を運転しているユーザに対して、メール等の着信の通知を小型ディスプレイにいきな
り表示すると、安全性の面で問題がある。また、映画館や博物館等の公共施設のように周
囲が暗い場所では、ユーザの眼も周囲の状況に合わせているが、このとき、眼前に設置さ
れた小型ディスプレイにいきなり明るい輝度で情報が表示されても、ユーザが情報を確認
することは困難である。本発明の第６の実施形態は、このような課題を解決するものであ
る。
【００８３】
　図２０は本実施形態に係る装着型情報告知装置の機能ブロック図であり、図３と共通の
構成要素には同一の符号を付しており、ここではその詳細な説明を省略する。第１の実施
形態と異なるのは、ヘッドセット１２Ｃが、与えられた制御信号に応じて小型ディスプレ
イ１０７の表示方式を制御する表示制御部６０１と、ヘッドセット１２Ｃ外部の環境状態
を検出し、検出した環境状態に応じて表示制御部６０１に制御信号を与える環境検出部６
０２とを備えている点である。
【００８４】
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　ここでは、環境検出部６０２は、ヘッドセット１２Ｃ外部の明るさを検出するものとす
る。そして表示制御部６０１は、環境検出部６０２によって検出された明るさに応じて、
小型ディスプレイ１０７の表示の明るさを制御する。例えば表示制御部６０１は図２１の
ようなテーブルを予め記憶しており、環境検出部６０２によって検出された外部環境の明
るさに応じて、小型ディスプレイ１０７の表示方式を選択する。これ以外の動作は、第１
の実施形態と同様である。
【００８５】
　これにより、周囲が暗い場合は、その暗さに合わせて情報が表示され、明るい場合は、
それに合わせて情報が表示される。これにより、ユーザは、眼球に負担をかけることなく
、情報を確認することが可能になる。
【００８６】
　なお、環境検出部６０２は、本体１１側に設けてもよい。
【００８７】
　また、明るさ以外の環境状態を検出するようにしてもよい。例えば、環境検出部６０２
によって、周囲の騒音を検出するようにしてもよい。一般に、ユーザは、外部騒音が大き
い場合には、外部からの情報に対して気づきにくい傾向がある。そこで、外部騒音が大き
いときは、情報をユーザにより確実に知らせるために、通常よりも明るく表示したり、提
示する画面をブリンクさせたりする。
【００８８】
　また、環境検出部６０２によってユーザ本人の声が多く検出されたときは、ユーザは誰
かと会話していると判断して、情報提示のタイミングを遅らせてもよい。これにより、ユ
ーザと他人との交流を妨げることなく、小型ディスプレイに情報を提示することが可能に
なる。
【００８９】
　また、環境検出部６０２においてジャイロ等によって振動を検出し、その振動パターン
からユーザが歩行中または走行中と判断したときは、情報提示のタイミングを遅らせるよ
うにしてもよい。
【００９０】
　また、図２０の構成では、環境検出部６０２をヘッドセットに設けていたが、この代わ
りに、当該装着型情報告知装置の外部にある環境検出手段によって検出された環境情報を
、無線または有線のネットワークを介して受信し、これに応じて小型ディスプレイ１０７
の表示方式を制御してもよい。図２２はこのような構成を示す図であり、図２０の環境検
出部６０２の代わりに、外部から環境情報を受け、受けた環境情報に応じて表示制御部６
０１に制御信号を与える環境情報受信部６０３が設けられている。
【００９１】
　ここでは、ユーザが自動車を運転中であり、環境情報受信部６０３は環境情報として、
現在の車の速度を自動車のセンサから受信するものとする。そして、第１の実施形態にお
けるステップＳ１７において、表示制御部６０１は、車が移動中のときは、小型ディスプ
レイ１０７の表示を行わないようにし、車の速度がゼロまたは十分に遅くなったときに、
小型ディスプレイ１０７での表示を行う。これにより、小型ディスプレイ１０７に表示が
なされるのは、車の速度が遅くなり、十分に安全なことが確認されたときに限られるので
、安全面で問題が生じることはない。
【００９２】
　また、車の速度だけでなく、例えば、サイドブレーキをかけたことや、エンジンを停止
させたことを検出することにより、そのタイミングで情報を表示することもできる。
【００９３】
　また、ＧＰＳ等の情報やジャイロの情報を利用することにより、例えば、ユーザが移動
中（運転中や歩行中）の場合には、小型ディスプレイに表示する情報を制限することもで
きる。
【００９４】
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　また、図２３に示すように、例えば小型モータのような駆動機構６０４を設けて、小型
ディスプレイ１０７が、装着者の眼前に設置されるか、または、装着者の眼前以外の位置
に設置されるかを切り替え可能にしてもよい。これにより、例えば、ユーザにとって必要
な情報があるときだけ、眼前に小型ディスプレイ１０７を設置し、ユーザにとって必要な
情報がないときは、ユーザの視野から小型ディスプレイ１０７を外して、日常生活におい
てユーザの視野を妨げないようにすることができる。
【００９５】
　図２４はこの場合の装着型情報告知装置の機能ブロック図である。図２４の構成では、
ヘッドセット１２Ｅは、情報抽出部１０４から出力され受信部１０６によって受信された
情報に基づいて、駆動機構６０４の動作を制御する駆動制御部６０５を備えている。また
駆動制御部６０５は、環境情報受信部６０３によって受信された環境情報を加味して、駆
動機構６０４の動作を制御する。
【００９６】
　具体的には駆動制御部６０５は、例えば、ユーザにとって必要な情報が受信され、かつ
、ユーザに情報を提示しても十分に安全な場合にのみ、駆動機構６０４を駆動して、小型
ディスプレイ１０７をユーザの眼前に設置する。すなわち、ユーザが自動車等を運転して
いる場合において、ユーザにとって特に必要な情報がないときは、小型ディスプレイ１０
７をユーザの眼前からずらし、ユーザの視界を妨げることがないようにする。そして、ユ
ーザにとって必要な情報が受信され、かつ、ユーザに情報を提示しても十分に安全なとき
（例えば自動車が停止しているとき）のみ、小型ディスプレイ１０７を眼前に設置して、
ユーザに情報を提示する。
【００９７】
　すなわち、ここでは、小型ディスプレイを有するヘッドセットとして、前記小型ディス
プレイを、装着者の眼前、または、装着者の眼前以外の位置に切替設置可能な駆動機構と
、外部から情報を受信して、前記小型ディスプレイに出力する受信部と、前記受信部によ
って受信された情報に基づいて、前記駆動機構の動作を制御する駆動制御部とを備えたも
のが、示されている。
【００９８】
　受信した情報がユーザにとって必要か否かは、例えば次のようにして判断すればよい。
すなわち、ユーザの興味に関するキーワード、例えば「プロ野球」を予め駆動制御部６０
５に登録しておく。そして、この「プロ野球」に関する情報を受信したとき、駆動機構６
０４を動作させるように設定しておく。これにより、「プロ野球」以外のジャンルに関す
る情報、例えば経済ニュースやサッカーなどプロ野球以外のスポーツ情報を受信しても、
駆動機構６０４は動作せず、ユーザに情報は提示されない。
【００９９】
　また、図２５に示すように、小型ディスプレイ１０７が前後にスライドするように構成
してもよい。これにより、頭の大きさの違うユーザが、容易に調整することができる。
【０１００】
　（第７の実施形態）
　上述の第１～第３の実施形態では、外部からメールが着信したとき、その一部の情報を
小型ディスプレイに表示するものとしたが、小型ディスプレイに表示する情報は、ＴＶ放
送のニュース等のコンテンツであってもよい。この場合、ユーザは、そのコンテンツを見
ることに集中するあまりに、周囲の状況の把握が遅れてしまう可能性がある。例えば、電
車やバス等の交通機関で移動中に、眼前の小型ディスプレイでコンテンツを見ていた場合
、そのコンテンツに集中しすぎて、目的の駅や停留所を乗り過ごしてしまう可能性が考え
られる。本実施形態は、このような課題を解決するためになされたものである。
【０１０１】
　図２６は本実施形態に係る装着型情報告知装置の構成を示す機能ブロック図である。図
２６において、ヘッドセット１２Ｆは、第２の情報受信部としての外部情報受信部７０１
と、情報合成部７０２とを備えている。情報合成部７０２は、本体１１が有する第１の情
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報受信部としての情報受信部１０１によって受信された、例えばＴＶ放送番組のような第
１の情報を、小型ディスプレイ１０７に表示させる。また、装着者が利用しているバスや
電車などの交通機関の運行状態に関する第２の情報が外部情報受信部７０１によって受信
されたとき、情報合成部７０２は、この第２の情報を第１の情報に合成して小型ディスプ
レイ１０７に表示させる。
【０１０２】
　例えば図２７に示すように、ニュース番組が表示されているときに、外部情報受信部７
０１によって電車の駅の到着情報が取得されたときは、テロップ等を用いて情報を合成し
て表示する。これにより、ユーザは、小型ディスプレイ１０７の表示情報に集中しすぎて
、電車のアナウンス等を聞き漏らしたとしても、小型ディスプレイ１０７でその内容を確
認することができる。
【０１０３】
　また図２８に示すように、外部情報受信部７０１および情報合成部７０２を本体１１Ａ
に設けてもよい。
【０１０４】
　すなわち、ここでは、装着型情報告知装置として、小型ディスプレイが設けられており
、装着者の眼前に前記小型ディスプレイを設置可能なヘッドセットと、外部と通信し、第
１の情報を受信する第１の情報受信部と、外部と通信し、第２の情報を受信する第２の情
報受信部と、前記第１の情報を前記小型ディスプレイに表示させるとともに、前記第２の
情報が前記第２の情報受信部によって受信されたとき、この第２の情報を、前記第１の情
報に合成して前記小型ディスプレイに表示させる情報合成部とを備えたものが、示されて
いる。
【０１０５】
　そして、前記第１の情報は、ＴＶ放送番組であり、前記第２の情報は、前記装着者が利
用している交通機関の運行状態に関する情報であるのが好ましい。
【０１０６】
　（第８の実施形態）
　図１および図２では、ユーザの後頭部に支柱をまわすことによって、眼前に小型ディス
プレイ１０７を固定していた。しかしながら、小型ディスプレイの設置手段はこれに限ら
れるものではない。
【０１０７】
　図２９は小型ディスプレイ１０７にクリップのような固定手段８０１を装着した構成を
示す。これにより、ユーザの場所や状況に応じて、小型ディスプレイ１０７を見やすい位
置に設置することが可能になる。例えば、屋外では、帽子等のつばにつけることも可能で
ある。そして、野球などの屋外スポーツを観戦するとき、通信機能本体に提供された情報
をすべて提示するのではなく、例えば自分の応援するチームを予め設定しておくことによ
って、攻撃の場合には、打者に関する情報を表示し、守備の場合には、投手や野手に関す
る情報を表示する、といったことも可能になる。
【０１０８】
　また図１および図２に示すように、頭部の水平方向の支柱を用いて小型ディスプレイ１
０７を固定することによって、左右いずれか片方の眼で情報を確認することができる。し
かしながら、小型ディスプレイ１０７で提供される情報を長時間凝視していると、片方の
眼に疲労がたまることがある。また、ユーザの顔が上下方向に動くと小型ディスプレイ１
０７が上下方向にゆれ、情報が確認しずらくなる。
【０１０９】
　そこで、図３０に示すように、小型ディスプレイ１０７を頭部の垂直方向の支柱８０２
を用いて固定する。これにより、小型ディスプレイ１０７で提供される情報を左右いずれ
の眼でも確認することができ、また、頭部の上下方向の運動に対して、小型ディスプレイ
１０７のぶれを少なくすることが可能になる。
【０１１０】
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　（第９の実施形態）
　図３１は本発明の第９の実施形態に係るヘッドセットの外形図、図３２は図３１のヘッ
ドセットを含む装着型情報告知装置をユーザが装着した状態を示す図である。図３１に示
すヘッドセット９０は、人の頭部に、一方の側部から後部を経て他方の側部にかけて固定
可能なカチューシャ形の基体９１と、基体９１の一方の端部に設けられたカメラ９２と、
基体９１の他方の端部に設けられた小型ディスプレイ９３とを備えている。ユーザが基体
９０を頭に固定してヘッドセット９０を装着したとき、カメラ９２はそのユーザの前方を
撮影可能になり、小型ディスプレイ９３はユーザの眼前に設置される。９５は外部と通信
して情報を受信する本体である。
【０１１１】
　また図３１のヘッドセット９０は左右両用に構成されている。すなわち、図３１のまま
で装着した場合には、小型ディスプレイ９３はユーザの左眼の前に設置され、上下を反転
して装着した場合には、小型ディスプレイ９３はユーザの右眼の前に設置される。そして
、ヘッドセット９０には、ヘッドセット９０の上下を検出するジャイロや水銀スイッチな
どの上下検出部９４が設けられており、この上下検出部９４の検出結果から、小型ディス
プレイ９３の画像の上下を判断することができる。このため、ユーザはヘッドセット９０
の左右を特に意識することなく、装着することができる。
【０１１２】
　図３３は本実施形態に係る装着型情報告知装置の機能ブロック図である。図３３におい
て、ヘッドセット９０に設けられた小型カメラ９２は、ユーザが向いている方の画像情報
を取り込む。上下検出部９４はヘッドセット９０の上下を検出し、この検出結果を上下信
号ＳＵＤとして出力する。この上下信号ＳＵＤは、小型カメラ９２の位置がユーザの右か
左か、小型ディスプレイ９３の位置がユーザの左眼の前か右眼の前か、を表している。画
像送信部９０１は小型カメラ９２によって撮影された画像信号に上下信号ＳＵＤを付加し
て送信する。
【０１１３】
　本体９５側では、画像受信部９０３が、画像送信部９０１から送信された，上下信号Ｓ
ＵＤが付加された画像信号を受信する。画像蓄積部９０４は、ユーザによる操作部９０２
の操作に従い、受信した画像信号を蓄積する。このとき、上下信号ＳＵＤが表すヘッドセ
ット９０の上下方向を加味して蓄積する。具体的には、ヘッドセット９０が上下反転して
装着されていることを上下信号ＳＵＤが示すときは、画像信号を上下反転して蓄積する。
画像送信部９０５は画像蓄積部９０４に蓄積された画像信号を送信する。画像信号を蓄積
しない場合でも、上下信号ＳＵＤが示す上下方向を加味して画像信号を加工し、送信する
。
【０１１４】
　ヘッドセット９０側では、画像受信部９０６が、画像送信部９０５から送信された画像
信号を受信するとともに、上下検出部９４から上下信号ＳＵＤを受信する。そして、受信
した画像信号の上下を、上下信号ＳＵＤに応じて設定し、小型ディスプレイ９３に表示さ
せる。すなわち、ヘッドセット９０が上下反転して装着されていることを上下信号ＳＵＤ
が示すときは、受信した画像信号を上下反転して小型ディスプレイ９３に表示する。
【０１１５】
　このような構成によって、図３４に示すように、ヘッドセット９０の左右を逆に装着し
た場合でも、ユーザから見たとおりの画像が小型ディスプレイ９３に表示される。また、
画像を蓄積する場合も、ユーザから見たとおりの画像を保存することが可能になる。
【０１１６】
　すなわち、ここでは、ヘッドセットとして、人の頭部に、一方の側部から後部を経て他
方の側部にかけて固定可能なカチューシャ形の基体と、前記基体の一方の端部に設けられ
、前記基体が頭に固定されたとき、前記人の前方を撮影可能なカメラと、前記基体の他方
の端部に設けられ、前記基体が頭に固定されたとき、前記人の眼前に設置される小型ディ
スプレイとを備えたものが、示されている。
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【０１１７】
　さらに、当該ヘッドセットの上下を検出し、この検出結果を上下信号として出力する上
下検出部と、前記カメラによって撮影された画像信号に、前記上下検出部から出力された
上下信号を付加して、外部に送る画像送信部と、外部から画像信号を受信し、この画像信
号の上下を、前記上下検出部から出力された上下信号に応じて設定し、前記小型ディスプ
レイに表示させる画像受信部とを備えているのが、好ましい。
【０１１８】
　また、本実施形態に係るヘッドセットでは、小型ディスプレイ９３がユーザの視野の全
てを妨げるようには設置されていない。このため、図３５に示すように、小型カメラ９２
によって撮影した画像を小型ディスプレイ９３に表示することによって、ユーザは、周囲
の状況を確認しつつ、撮影画像を確認することができる。従来、ムービー等で撮影する際
には、液晶画面を見てカメラ方向を確認する作業と、周囲の状況を確認する作業とで、頭
部の移動が伴うために、撮影画像にぶれが生じる場合が多い。これに対して、本実施形態
に係るヘッドセットを用いて撮影を行えば、ユーザの視線を変更するだけで、撮影画像と
周囲状況とを同時に確認することができ、したがって、撮影画像のぶれを軽減することが
可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る装着型情報告知装置の外形図である。
【図２】図１の装着型情報告知装置をユーザが装着した状態を示す図である。
【図３】図１の装着型情報告知装置の機能ブロック図である。
【図４】図１の装着型情報告知装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】第１の実施形態で得られたディスプレイの表示例である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る装着型情報告知装置の外形図である。
【図７】図６の装着型情報告知装置をユーザが装着した状態を示す図である。
【図８】図６の装着型情報告知装置の機能ブロック図である。
【図９】図６の装着型情報告知装置の動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係る装着型情報告知装置の外形図である。
【図１１】図１０の装着型情報告知装置をユーザが装着した状態を示す図である。
【図１２】図１０の装着型情報告知装置の機能ブロック図である。
【図１３】図１０の装着型情報告知装置の動作を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第４の実施形態に係る装着型情報告知装置の外形図である。
【図１５】図１４の装着型情報告知装置をユーザが装着した状態を示す図である。
【図１６】図１４の装着型情報告知装置の機能ブロック図である。
【図１７】図１４の装着型情報告知装置の動作を示すフローチャートである。
【図１８】第４の実施形態で得られたディスプレイの表示例である。
【図１９】本発明の第５の実施形態に係る装着型情報告知装置の機能ブロック図である。
【図２０】本発明の第６の実施形態に係る装着型情報告知装置の機能ブロック図である。
【図２１】図２０における表示制御部が記憶しているテーブルの例である。
【図２２】本発明の第６の実施形態に係る装着型情報告知装置の他の例の機能ブロック図
である。
【図２３】駆動機構を備えたヘッドセットの外形図である。
【図２４】図２３のヘッドセットを備えた装着型情報告知装置の機能ブロック図である。
【図２５】スライド機構を備えたヘッドセットの外形図である。
【図２６】本発明の第７の実施形態に係る装着型情報告知装置の構成を示す機能ブロック
図である。
【図２７】図２６の装着型情報告知装置における小型ディスプレイの表示例である。
【図２８】本発明の第７の実施形態に係る装着型情報告知装置の他の例の機能ブロック図
である。
【図２９】本発明の第８の実施形態に係る，固定手段が装着された小型ディスプレイの外
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形図である。
【図３０】本発明の第８の実施形態に係る，垂直方向の支柱を用いたヘッドセットの外形
図である。
【図３１】本発明の第９の実施形態に係るヘッドセットの外形図である。
【図３２】図３１のヘッドセットを含む装着型情報告知装置をユーザが装着した状態を示
す図である。
【図３３】図３１のヘッドセットを含む装着型情報告知装置の機能ブロック図である。
【図３４】図３３の装着型情報告知装置における小型ディスプレイの表示例である。
【図３５】図３１のヘッドセットを用いた撮影状況を表す図である。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】
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【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】
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